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○騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って

発生する騒音について規制する地域 

平成13年４月１日 

告示第105号 

騒音規制法（昭和43年法律第98号）第３条第１項の規定により、次の地域を特定工場等

において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域とし

て指定したので、同条第３項の規定により次のとおり公示する。 

１ 地域 

本市の区域のうち、都市計画法（昭和43年法律第100号）第２章の規定により定められ

た工業専用地域以外の地域 

２ 実施日 

平成13年４月１日 

 


